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第７章 計画の推進体制 
（１）各主体の役割 

本計画の推進にあたっては、障がいのある人をはじめ、市民、障がい者団体や障害福祉サ
ービス等事業者、企業等、そして市を、障がい者施策を推進していく主体として位置づけま
す。それぞれが自らの役割を果たしながらお互いに連携し、一体となって障がい者福祉の向
上に取り組んでいくことが重要です。 
 

①障がいのある人 
障がいのある人は自分が人生の主役であり、一人の人間としてかけがえのない存在であ

ることに気づき、自分の生き方を自分で決めていくことが重要です。 
また、地域社会の一員として主体的に社会活動に参加するとともに、自らの持つ能力を

発揮して自立を目指し、能力に応じて社会に貢献することが望まれます。 
 
②市民 

障がいの特性に関する正しい知識を取得し、障がいのある人への理解を深めるとともに、
障がいのある人が自立した社会生活を送るための支援を行い、必要な情報を届けるほか、
災害時の支援や、誰もが参加できるような地域行事等を企画するなど、お互いに助け合う
地域づくりに努めていくことが求められます。 

 
③障がい者団体、障害福祉サービス等事業者 

障がい者団体は、障がいに対する理解の促進や障がいのある人やその家族等との交流の
場づくり、社会参加の支援等を行っています。今後も、各団体間での連携や調整を図りな
がら、市民の障がいに対する理解促進、障がいのある人の生活の向上に向けた行政等に対
する働きかけなど、さまざまな取り組みを行っていくことが重要となります。 

また、障害福祉サービス等事業者は、障がいの特性を踏まえた個々の状況に合った適切
なサービスの提供を行うとともに、サービスの質の向上や事業運営の情報公開など公正な
運営が求められます。 

 
④企業等 

  障がいのある人が社会的に自立した生活を営むためには、経済的自立を果たすとともに、 
就労を通じた自己実現や社会参加を果たすことが重要となります。そのため、企業等にお 
いては、障がい者雇用を積極的に進めるとともに、障がいのある人に配慮した職場環境づ 
くりや雇用条件の整備、従事できる職種の確保に取り組む必要があります。 

  また、障害者差別解消法の施行により、障がいを理由とした不当な差別的取り扱いが禁 
止され、障がいのある人から合理的配慮の求めがあった場合には、可能な限り柔軟に対応 
することが望まれます。 
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⑤市 
障がいのある人やその家族等のニーズの把握に努め、必要な人に必要なサービスを提供

するとともに、関係機関などとの連携のもと、各種施策を一体的に推進し総合的な福祉の
向上を目指します。 

また、地域における支え合いの環境を構築し、障がいのある人のまちづくりへの参加を
促進するとともに、市民や企業などに対して、障がいや障がいのある人についての正しい
理解の促進に努めます。 

 

 

（２）計画の進捗状況の管理・評価 

本計画の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルに沿って施策を実施し、進捗状況及び成果
目標の達成状況などについて点検及び評価を行い、必要に応じて計画を見直し、施策に反映
します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ＰＤＣＡサイクルのイメージ図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜PDCA サイクルとは＞ 
さまざまな分野や領域における品質改善や業務改善などに広く活用されている
マネジメント手法で、「計画（Ｐｌａｎ）」「実行（Ｄｏ）」「評価（Ｃｈｅｃｋ）」
「改善（Ａｃｔ）」のプロセスを順に実施していくものです。 

①計画 
 

Plan 

②実行 
 

Do 

④改善 
 

Act 

③評価 
 

Check 
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■ＰＤＣＡの具体的内容 

 内 容 

計画 
（Plan） 

■障がい者計画の策定 
各種調査等を通じて市の課題を把握し、必要と思われる施策を設定す
るとともに、成果目標やサービス見込量を定めます。 

実行 
（Do） 

■計画の実行 
策定した計画に基づいて施策を進めていきます。 

評価 
（Check） 

■検証シートによる施策の評価 
検証シートにより、各年度の実施状況や成果のほか、施策の実施にお
ける課題や今後の方向性などを把握します。この評価は毎年度実施し
ます。 

■第７次計画全体の中間評価 
次期障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の策定に合わせて、第７次
計画全体の中間評価を行います。成果目標の達成状況やサービス提供
実績の計画値との比較、障がい者計画における施策の実施状況や今後
の課題を把握します。 

■障害者施策推進協議会での評価報告並びに内容の検討 
評価結果については、障害者施策推進協議会で報告し、検討や分析を
行います。 

改善 
（Act） 

■検証結果に基づいた施策内容の修正 
検証シートを通じて把握した課題等を踏まえ、対応方法の検討や新規
事業の立案を行います。 

■中間評価に基づく第７次計画の見直し 
中間評価の結果を踏まえ、必要な場合は計画の見直しの検討などを行
います。 


